
 

「京都市中小企業等物価高騰対策支援金」 

物価高騰の中、事業の継続に取り組む中小企業・個人事業者の皆様を対象

とした支援金の交付申請受付が始まりました。 

この支援金には、売り上げ減少要件は設けていません。 

１．対象者（フローチャートで確認） 

２．交付額および受付締切 

 

 

 

３．申請方法 

 郵 送  申請書に必要書類を添えて郵送 ※申請書は区役所等にもあります 

▼申請書ダウンロード 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000306916.html 

 WEB  下記HPから申請（必要書類はアップロード） 

▼WEB申請フォーム 

https://bukkakoutoutaisakushienkin.city.kyoto.lg.jp/agreement 

 問い合わせ先  京都市中小企業等物価高騰対策支援金事務局 

050-3668-5496 または 0570-666-489 ※9時～17時（土日祝を除く） 
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法人 個人事業者

5 万円 3 万円

※使途の申請は不要

令和5年

3/10（金）

「京都市中小企業等総合支援補助金」を申請した

下記のア～ウのいずれかに該当する

京都市内に ア）本店または主たる事務所がある法人
イ）住所があり、かつ事業を営む個人
ウ）店舗または事務所があり、かつ市内で事業を営む個人

令和４年10月31日までに開業しており、今後も事業を継続する意思がある
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はい

いいえ

いいえ

いいえ はい

新たに申請は不要です

所定の方法で申請してください ［３.申請方法］参照
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事務局からメールまたは郵送で
本支援金の案内を送っています

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000306916.html
https://bukkakoutoutaisakushienkin.city.kyoto.lg.jp/agreement

